
京都市上下水道局告示第５７号 

京都市指定下水道工事業者から京都市指定下水道工事業者規程第９条第１項の規定に

基づき京都市指定下水道工事業者指定辞退届の提出がありましたので，同規程第３１条第

４号の規定に基づき告示します。 

平成３０年 ２月１３日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 山添 洋司   

１ 辞退業者名等 

京都市下京区猪熊通七条下ル下魚棚四丁目３６７ 

 富士工業所 

 島 昌三 

２ 辞退届出年月日 

  平成３０年 １月２９日 

（上下水道局下水道部管理課） 

 


